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 指定障害福祉サービス事業所等の管理者 様 

 指定障害児通所支援事業所等の管理者 様 

 

いわき市長 内田 広之  

（ 公 印 省 略 ）  

 

   やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて（通知） 

 

 日ごろより本市の障がい福祉行政にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございま

す。 

 標記の件について、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の

算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 18 年 10 月 31 日

障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）が改正されまし

た。取扱いについて次のとおり周知しますので、よろしくお願いします。 

 

 １ 改正の内容（やむを得ない事由により人員基準上満たすべき人員等が欠けた場合

の措置について） 

   日中活動系・居住支援系・訓練系・就労系・障害児通所系サービスについて、適

正なサービスの提供を確保するため、生活支援員、看護職員、就労支援員、世話人、

児童指導員等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介護給

付費等の減額（原則３割減算）が行われます。 

   ただし、令和８年６月以降、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情

が生じ、人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で人員欠如が発生した場合、

ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所・施設につ

いて、１年に１回に限り、３か月を超えない期間は、介護給付費等の減額を猶予さ

れることとなりました。 

 

 ２ 本市における取り扱いについて 

  上記１の減額猶予の適用を受けるにあたっては、やむを得ない事情によって人員

欠如が発生したことにより、減額猶予の適用を受ける旨を事前に届け出ることで、

人員欠如の発生した日の属する月の翌々月の初日から減額猶予が適用されます。 

本届出については、①やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱

いに係る届出書添付書類、②報告する時点で有効な求人票の写しを添付の上、指定

障害福祉サービス事業所等変更届出書における「従業者の勤務の体制及び勤務形態」



として、生活支援員、看護職員、就労支援員、世話人、児童指導員等の配置数が人

員基準上満たすべき員数を下回っていることを届け出ていただきますようお願い

します。 

   また、当該届出にあたっては、運営規程等の内容と齟齬が生じないようにしてく

ださい。 

 

  【やむを得ない事情によって人員欠如が発生した際、事業所に求められること】 

  ・ハローワークや都道府県ナースセンター、福祉人材センター等を活用して職員の

確保に係る取組を行っていること。 

  ・職員の確保にあたり民間職業紹介事業者を利用する場合、医療・介護・保育分野

における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。 

  ・ハローワーク等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場合でも、当該事

業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等していること（が望ましい）。 

  ・一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行い、 

   体制の整備を図るよう努めること。 

 

  【やむを得ない事情例】 

・職員や家族の突発的な体調不良等により１か月を超える不在が見込まれる場合 

・職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合 

【やむを得ない事情として認められない例】 

・法人の定例人事異動、定年退職 

・事業所（法人）側のハラスメント行為が原因となって休職等となった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務担当】         

いわき市障がい福祉課 事業係 

泉田（電話 22-7486） 


